
 

 
日頃より青井被災市街地復興土地区画整理事業へのご理解とご協力を賜り深く感

謝申し上げます。 

 さて、前回（VOL.６）の「区画整理だより」でお知らせしておりました事業計画の

変更については、意見書の提出が無かったことから、１月５日に国に申請し、１月 10

日に認可されました。 

今回の区画整理だよりでは、「事業の進捗」及び「土地区画整理審議会委員の補欠

選挙」について、お知らせします。 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

青井被災市街地復興土地区画整理事業 

区 画 整 理 だ よ り 
 

【発行元】 熊本県球磨地域振興局土木部 
【発行日】 令和６年２月９日（金） Vol.７ 

１ 事業の進捗 

〔現在の取組〕 ■仮換地指定  ■造成・補償協議  ■工事実施  

− １ − 

「土地区画整理事業及び国道 445 号改築事業 着工式」の様子 

昨年１２月に仮換地指定済の７２画

地（全体の約７割）について、順次、

権利者の皆様との造成や補償の協議を

進めさせていただいており、このうち、

協議が整いました９画地について、造

成工事に着手します。 

工事期間中は、近隣の皆様にはご迷

惑をお掛けしますが、ご協力をお願い

申し上げます。 
 

＜現在の状況＞（令和６年２月９日時点） 

＜全体スケジュール＞ 

（2 月 4 日・於：人吉市カルチャーパレス） 



 

 

土地区画整理審議会とは、換地計画等が適正に行われているかご意見をいただくた

めに設置された県の諮問機関です。現在、欠員が３人となり、今後の審議会の開催が困

難となったため、法令に基づき補欠選挙を行います。 
 

① 補欠選挙の選挙権・被選挙権を有する方等について                                        

対 象 者 ：令和６年２月１４日（水）時点の事業施行地区内における 

・土地所有者（登記済み）    

・借地権者（登記済み） 

・未登記の借地権を申告された方 

委員定数 ：１０人  選挙により選出される委員  ８人 ※現在５名（欠員３名） 

知事が選任する学識経験委員   ２人 ※現在２名 
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③ 権利者の皆さまに特に関係のある手続について  
 

 選挙人名簿の縦覧 立候補届の受付 

期 間 
 

２月２０日（火）～２６日（月） 
 

３月４日（月）～８日（金） 

時 間 
 

午前８時３０分 ～ 午後５時１５分 
 

午前８時３０分 ～ 午後５時１５分 

場 所 

・熊本県 都市計画課 

・熊本県球磨地域振興局 

まちづくり用地課（寺町別館） 

・人吉市 市街地復興課 

・熊本県球磨地域振興局 

まちづくり用地課（寺町別館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 土地区画整理審議会委員の補欠選挙について 

− ２ − 

◆お問い合わせ先 
熊本県球磨地域振興局土木部 まちづくり工務課、まちづくり用地課 

住所 ： 人吉市寺町 12-1 球磨総合庁舎寺町別館  
電話 ： ０９６６－２４－４２５０（直通） 

 
◆ホームページ  https://www.pref.kumamoto.jp/ 
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② 補欠選挙のスケジュール 

3/13 


